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 （ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 横 浜 市 会 （以 下 「市 会 」 と い う 。） に おけ る 個 人 情報 の 適

正 な 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を定 め ると と も に 、 市会 が 保 有す る 個 人 情報 の 開

示 、 訂 正 及 び 利 用 停 止 を 求 め る個 人 の権 利 を 明 ら かに す る こと に よ り 、市 会 の

事 務 の 適 正 か つ 円 滑 な 運 営 を 図り つ つ、 個 人 の 権 利利 益 を 保護 す る こ とを 目 的

と す る 。 

 （ 定 義 ） 

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 「 個 人情 報 」と は 、 生 存 する 個 人 に関 す る 情 報で あ っ

て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当す る もの を い う 。 

 (1)  当 該 情 報 に 含 ま れ る 氏 名 、生 年 月日 そ の 他 の 記述 等 （ 文書 、 図 画 若し く は

電 磁 的 記 録 （ 電 磁 的 方 式 （ 電子 的 方 式、 磁 気 的 方 式そ の 他 人の 知 覚 に よっ て

は 認 識 す る こ と が で き な い 方式 を い う。 以 下 同 じ 。） で 作 られ る 記 録 を い う

。 以 下 同 じ 。） に 記 載 さ れ 、若 し く は記 録 さ れ 、 又は 音 声 、動 作 そ の 他 の 方

法 を 用 い て 表 さ れ た 一 切 の 事項 （ 個 人識 別 符 号 を 除く 。） をい う 。 以 下同 じ

。） に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別す る こ とが で き る も の（ 他 の 情報 と 容 易 に照 合



す る こ と が で き 、 そ れ に よ り特 定 の 個人 を 識 別 す るこ と が でき る こ と とな る

も の を 含 む 。）  

 (2)  個 人 識 別 符 号 が 含 ま れ る もの 

２  こ の 条 例 に お い て 「 個 人 識 別符 号 」と は 、 次 の 各号 の い ずれ か に 該 当す る 文

字 、 番 号 、記 号 そ の 他 の 符 号 のう ち 、議 長 が 定 め るも の を いう 。 

 (1)  特 定 の 個 人 の 身 体の 一 部 の特 徴 を電 子 計 算 機 の用 に 供 する た め に 変換 し た

文 字 、 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符号 で あ って 、 当 該 特 定の 個 人 を識 別 す る こと が

で き る も の 

 (2)  個 人 に 提 供 さ れ る 役 務 の 利用 若 しく は 個 人 に 販売 さ れ る商 品 の 購 入に 関 し

割 り 当 て ら れ 、 又 は 個 人 に 発行 さ れ るカ ー ド そ の 他の 書 類 に記 載 さ れ 、若 し

く は 電 磁 的 方 式 に よ り 記 録 され た 文 字、 番 号 、 記 号そ の 他 の符 号 で あ って 、

そ の 利 用 者 若 し く は 購 入 者 又は 発 行 を受 け る 者 ご とに 異 な るも の と な るよ う

に 割 り 当 て ら れ 、 又 は 記 載 され 、 若 しく は 記 録 さ れる こ と によ り 、 特 定の 利

用 者 若 し く は 購 入 者 又 は 発 行を 受 け る者 を 識 別 す るこ と が でき る も の 

３  こ の 条 例 に お い て 「 要 配 慮 個人 情 報」 と は 、 本 人の 人 種 、信 条 、 社 会的 身 分

、 病 歴 、 犯罪 の 経 歴 、 犯 罪 に より 害 を被 っ た 事 実 その 他 本 人に 対 す る 不当 な 差

別 、 偏 見 その 他 の 不 利 益 が 生 じな い よう に そ の 取 扱い に 特 に配 慮 を 要 する も の

と し て 議 長が 定 め る 記 述 等 が 含ま れ る個 人 情 報 を いう 。 

４  こ の 条 例 に お い て 「 保 有 個 人情 報 」と は 、 市 会 の事 務 局 （以 下 「 議 会局 」 と

い う 。） の 職 員 （ 第 13条 第 ４ 項及 び 第 21 条 第 ２ 号 ウを 除 き 、 以下 「 職 員」 と い

う 。） が 職務 上 作 成 し 、 又 は 取得 し た個 人 情 報 で あっ て 、 職員 が 組 織 的に 利 用

す る も の と し て 、 市 会が 保 有 して い るも の を い う 。 た だ し 、横 浜 市 の 保有 す る

情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 （ 平 成 12 年 ２月 横 浜 市 条 例第 １ 号 。以 下 「 情 報公 開 条

例 」 と い う 。） 第 ２ 条第 ２ 項 に規 定 する 行 政 文 書 （以 下 「 行政 文 書 」 とい う 。

） に 記 録 さ れ て い る も の に 限 る。 

５  こ の 条 例 に お い て 「 個 人 情 報 フ ァ イル 」 と は 、 保有 個 人 情報 を 含 む 情報 の 集

合 物 で あ って 、 次 に 掲 げ る も のを い う。 

 (1)  一 定 の 事 務 の 目 的 を 達 成 する た めに 特 定 の 保 有個 人 情 報を 電 子 計 算機 を 用

い て 検 索 す る こ と が で き る よう に 体 系的 に 構 成 し たも の 

 (2)  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、一 定 の事 務 の 目 的 を達 成 す るた め に 氏 名、 生 年



月 日 、 そ の 他 の 記 述 等 に よ り特 定 の 保有 個 人 情 報 を容 易 に 検索 す る こ とが で

き る よ う に 体 系 的 に 構 成 し たも の 

６  こ の 条 例 に お い て 個 人 情 報 につ い て「 本 人 」 と は、 個 人 情報 に よ っ て識 別 さ

れ る 特 定 の個 人 を い う 。 

７  こ の 条 例 に お い て 「 仮 名 加 工情 報 」と は 、 次 の 各号 に 掲 げる 個 人 情 報の 区 分

に 応 じ て 当該 各 号 に 定 め る 措 置を 講 じて 他 の 情 報 と照 合 し ない 限 り 特 定の 個 人

を 識 別 す るこ と が で き な い よ うに 個 人情 報 を 加 工 して 得 ら れる 個 人 に 関す る 情

報 を い う 。 

 (1)  第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 個人 情 報  当 該 個 人 情報 に 含 まれ る 記 述 等の 一 部

を 削 除 す る こ と （ 当 該 一 部 の記 述 等 を復 元 す る こ との で き る規 則 性 を 有し な

い 方 法 に よ り 他 の 記 述 等 に 置き 換 え るこ と を 含 む 。）。  

 (2)  第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 個人 情 報  当 該 個 人 情報 に 含 まれ る 個 人 識別 符 号

の 全 部 を 削 除 す る こ と （ 当 該個 人 識 別符 号 を 復 元 する こ と ので き る 規 則性 を

有 し な い 方 法 に よ り 他 の 記 述等 に 置 き換 え る こ と を含 む 。）。  

８  こ の 条 例 に お い て 「 匿 名 加 工情 報 」と は 、 次 の 各号 に 掲 げる 個 人 情 報の 区 分

に 応 じ て 当該 各 号 に 定 め る 措 置を 講 じて 特 定 の 個 人を 識 別 する こ と が でき な い

よ う に 個 人情 報 を 加 工 し て 得 られ る 個人 に 関 す る 情報 で あ って 、 当 該 個人 情 報

を 復 元 す るこ と が で き な い よ うに し たも の を い う 。 

 (1)  第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 個人 情 報  当 該 個 人 情報 に 含 まれ る 記 述 等の 一 部

を 削 除 す る こ と （ 当 該 一 部 の記 述 等 を復 元 す る こ との で き る規 則 性 を 有し な

い 方 法 に よ り 他 の 記 述 等 に 置き 換 え るこ と を 含 む 。）。  

 (2)  第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 個人 情 報  当 該 個 人 情報 に 含 まれ る 個 人 識別 符 号

の 全 部 を 削 除 す る こ と （ 当 該個 人 識 別符 号 を 復 元 する こ と ので き る 規 則性 を

有 し な い 方 法 に よ り 他 の 記 述等 に 置 き換 え る こ と を含 む 。）。  

９  こ の 条 例 に お い て 「 個 人 関 連情 報 」と は 、 生 存 する 個 人 に関 す る 情 報で あ っ

て 、 個 人 情報 、 仮 名 加 工 情 報 及び 匿 名加 工 情 報 の いず れ に も該 当 し な いも の を

い う 。 

10  こ の 条 例 に お い て 「 特 定 個 人情 報 」と は 、 行 政 手続 に お ける 特 定 の 個人 を 識

別 す る た めの 番 号 の 利用 等 に 関す る 法律 （ 平 成 25 年法 律 第 27号 。 以 下 「番 号 利

用 法 」 と い う 。） 第 ２条 第 ８ 項に 規 定す る 特 定 個 人情 報 を い う 。 



11  こ の 条 例 に お い て 「 保 有 特 定 個 人 情報 」 と は 、 職員 が 職 務上 作 成 し 、又 は 取

得 し た 特 定個 人 情 報 で あ っ て 、職 員 が組 織 的 に 利 用す る も のと し て 、 市会 が 保

有 し て い る も の を い う 。 た だ し、 行 政文 書 に 記 録 され て い るも の に 限 る。 

12  こ の 条 例 に お い て 「 独 立 行 政法 人 等」 と は 、 独 立行 政 法 人通 則 法 （ 平成 11 年

法 律 第 103 号 ） 第 ２ 条第 １ 項 に規 定 する 独 立 行 政 法人 及 び 個人 情 報 の 保護 に 関

す る 法 律 （ 平 成 15 年 法 律 第 57 号。 以 下「 法 」 と い う 。） 別 表第 １ に 掲 げる 法 人

を い う 。 

13  こ の 条 例 に お い て 「 地 方 独 立行 政 法人 」 と は 、 地方 独 立 行政 法 人 法 （平 成 15

年 法 律 第 118 号 ） 第 ２条 第 １ 項に 規 定す る 地 方 独 立行 政 法 人を い う 。 

   第 ２ 章  個 人 情 報 等 の 取 扱い 

 （ 基 本 方 針） 

第 ３ 条  市 会 は 、 市 民 の 信 頼 に 基づ い てこ の 条 例 を 運用 す る ため 、 個 人 情報 を 本

人 以 外 の も の か ら 収 集 し 、 又 は人 種 、信 条 及 び 社 会的 身 分 に関 す る 個 人情 報 を

収 集 し よ う と す る と き は 、 そ の必 要 性を 適 切 に 検 討す る も のと す る 。 

 （ 個 人 情 報取 扱 事 務に 関 す る 閲覧 ） 

第 ４ 条  議 長 は 、 市 会 が個 人 情 報を 取 り扱 う 事 務 （ 一 時 的 な 使用 で あ っ て、 短 期

間 に 廃 棄 さ れ 、 又 は 消 去 さ れ る個 人 情報 を 取 り 扱 う事 務 そ の他 議 長 が 定め る 事

務 を 除 く 。以 下 こ の 条 及 び 第 52条 第 ２項 第 １ 号 に お い て 同 じ 。） を 開 始し た と

き は 、 次 に 掲 げ る 事 項（ 当 該 事項 の 一部 を 変 更 し た場 合 に は、 変 更 後 のも の ）

を 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と する 。 

 (1)  個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の名 称 

 (2)  個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 を所 掌 する 組 織 の 名 称 

 (3)  個 人 情 報 の 利 用 目 的 

 (4)  個 人 情 報 の 対 象 者 の 範 囲 

 (5)  取 り 扱 う 個 人 情 報 の 項 目 

 (6)  個 人 情 報 の 収 集 方 法 

 (7)  記 録 さ れ る 個 人 情 報 に 要 配慮 個 人情 報 が 含 ま れる と き は、 そ の 旨 

 (8)  第 13 条 第 ２ 項 本 文 の 規 定 によ る 保有 個 人 情 報 の利 用 又 は提 供 を 経 常的 に 行

う と き は 、 そ の 利 用 の 範 囲 又は 提 供 先 

 (9)  そ の 他 議 長 が 定 め る 事 項 



２  議 長 は 、 市 会 が 個 人 情 報 を 取 り 扱 う事 務 を 廃 止 した と き は、 当 該 廃 止し た 事

務 に 係 る 前項 各 号 に 掲 げ る 事 項に つ いて 、 同 項 の 規定 に よ る閲 覧 に 供 する こ と

を 中 止 す るも の と す る 。 

 （ 個 人 情 報の 保 有 の 制 限 等 ） 

第 ５ 条  市 会 は 、 個 人 情 報 を 保 有す る に当 た っ て は 、法 令 （ 条例 を 含 む 。第 13 条

第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 並 び に第 ４ 章に お い て 同 じ 。） の 規定 に よ り その 権 限

に 属 す る 事 務 を 遂 行 す る た め 必要 な 場合 に 限 り 、 かつ 、 そ の利 用 目 的 をで き る

限 り 特 定 し な け れ ば な ら な い 。 

２  市 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 特定 さ れた 利 用 目 的 の達 成 に 必要 な 範 囲 を超 え て

、 個 人 情 報を 保 有 し て は な ら ない 。 

３  市 会 は 、 利 用 目 的 を 変 更 す る場 合 には 、 変 更 前 の利 用 目 的と 相 当 の 関連 性 を

有 す る と 合理 的 に 認 め ら れ る 範囲 を 超え て 行 っ て はな ら な い。 

 （ 利 用 目 的の 明 示 ） 

第 ６ 条  市 会 は 、 本 人 か ら 直 接 書面 （ 電 磁 的 記 録 を 含む 。） に記 録 さ れ た当 該 本

人 の 個 人 情 報 を 取 得 す る と き は、 次 に掲 げ る 場 合 を除 き 、 あら か じ め 、本 人 に

対 し 、 そ の 利 用 目 的 を 明 示 し なけ れ ばな ら な い 。 

 (1)  人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の保 護 のた め に 緊 急 に必 要 が ある と き 。 

 (2)  利 用 目 的 を 本 人 に 明 示 す るこ と によ り 、 本 人 又は 第 三 者の 生 命 、 身体 、 財

産 そ の 他 の 権 利 利 益 を 害 す るお そ れ があ る と き 。 

 (3)  利 用 目 的 を 本 人 に 明 示 す るこ と によ り 、 横 浜 市（ 以 下 「市 」 と い う 。）、

市 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法人 、 他 の地 方 公 共 団 体、 他 の 地方 公 共 団 体が 設

立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 、 国の 機 関 又は 独 立 行 政 法人 等 が 行う 事 務 又 は事 業

の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ すお そ れ があ る と き 。 

 (4)  取 得 の 状 況 か ら み て 利 用 目的 が 明ら か で あ る と認 め ら れる と き 。 

 （ 不 適 正 な利 用 の 禁 止 ） 

第 ７ 条  市 会 は 、 違 法 又 は 不 当 な行 為 を 助 長 し 、 又 は誘 発 す るお そ れ が ある 方 法

に よ り 個 人 情 報 を 利 用 し て は なら な い。 

 （ 適 正 な 取得 ） 

第 ８ 条  市 会は 、 偽 り そ の 他 不 正の 手 段に よ り 個 人 情報 を 取 得し て は な らな い 。 

 （ 正 確 性 の確 保 ） 



第 ９ 条  市 会 は 、 利 用 目 的 の 達 成に 必 要な 範 囲 内 で 、保 有 個 人情 報 が 過 去又 は 現

在 の 事 実 と 合 致 す る よ う 努 め なけ れ ばな ら な い 。 

 （ 安 全 管 理措 置 ） 

第 10 条  議 長 は 、 保 有 個 人 情 報 の漏 え い、 滅 失 又 は 毀損 の 防 止そ の 他 の 保有 個 人

情 報 の 安 全 管 理 の た め に 必 要 かつ 適 切な 措 置 を 講 じな け れ ばな ら な い 。 

２  前 項 の 規 定 は 、 市 会に 係 る 個人 情 報の 取 扱 い の 委託 （ ２ 以上 の 段 階 にわ た る

委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 が 受託 し た業 務 を 行 う 場合 に お ける 個 人 情 報の 取 扱

い に つ い て 準 用 す る 。 

 （ 従 事 者 の義 務 ） 

第 11 条  個 人 情 報 の 取 扱 い に 従 事す る 職員 若 し く は 職員 で あ った 者 、 前 条第 ２ 項

の 業 務 に 従 事 し て い る 者 若 し くは 従 事し て い た 者 又は 市 会 にお い て 個 人情 報 の

取 扱 い に 従 事 し て い る 派 遣 労 働者 （ 労働 者 派 遣 事 業の 適 正 な運 営 の 確 保及 び 派

遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 60 年 法 律 第 88号 ） 第 ２ 条第 ２ 号 に 規 定 す

る 派 遣 労 働 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） 若し く は 従 事 して い た 派遣 労 働 者 は、 そ の

業 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 人 情 報の 内 容を み だ り に 他人 に 知 らせ 、 又 は 不当 な 目

的 に 利 用 し て は な ら な い 。 

 （ 漏 え い 等の 通 知 ） 

第 12 条  議 長 は 、 保 有 個 人 情 報 の漏 え い、 滅 失 、 毀 損そ の 他 の保 有 個 人 情報 の 安

全 の 確 保 に 係 る 事 態 で あ っ て 個人 の 権利 利 益 を 害 する お そ れが 大 き い もの と し

て 議 長 が 定 め る も の が 生 じ た とき は 、本 人 に 対 し 、議 長 が 定め る と こ ろに よ り

、 当 該 事 態 が 生 じ た 旨 を 通 知 しな け れば な ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 のい ず れ

か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 りで な い。 

 (1)  本 人 へ の 通 知 が 困 難 な 場 合で あ って 、 本 人 の 権利 利 益 を保 護 す る ため 必 要

な こ れ に 代 わ る べ き 措 置 を とる と き 。 

 (2)  当 該 保 有 個 人 情 報 に 第 21 条各 号 に掲 げ る 情 報 のい ず れ かが 含 ま れ ると き 。 

 （ 利 用 及 び提 供 の 制 限 ） 

第 13 条  市 会 は 、 法 令 に 基 づ く 場合 を 除 き 、 利 用 目 的以 外 の 目的 の た め に保 有 個

人 情 報 を 自 ら 利 用 し 、 又 は 提 供し て はな ら な い 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市会 は 、議 長 が 次 の 各号 の い ずれ か に 該 当す る と

認 め る と き は 、 利 用 目 的 以 外 の目 的 のた め に 保 有 個人 情 報 を自 ら 利 用 し、 又 は



提 供 す る こと が で き る 。 た だ し、 保 有個 人 情 報 を 利用 目 的 以外 の 目 的 のた め に

自 ら 利 用 し、 又 は 提 供 す る こ とに よ って 、 本 人 又 は第 三 者 の権 利 利 益 を不 当 に

侵 害 す る おそ れ が あ る と 議 長 が認 め ると き は 、 こ の限 り で ない 。 

 (1)  本 人 の 同 意 が あ る と き 、 又は 本 人に 提 供 す る とき 。 

 (2)  市 会 が 法 令 の 規 定 に よ り その 権 限に 属 す る 事 務の 遂 行 に必 要 な 限 度で 保 有

個 人 情 報 を 内 部 で 利 用 す る 場合 で あ って 、 当 該 保 有個 人 情 報を 利 用 す るこ と

に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る とき 。 

 (3)  市 長 、 公 営 企 業 管 理 者 、 消防 長 、教 育 委 員 会 、選 挙 管 理委 員 会 、 人事 委 員

会 、 監 査 委 員 、 農 業 委 員 会 若し く は 固定 資 産 評 価 審査 委 員 会、 市 が 設 立し た

地 方 独 立 行 政 法 人 、 他 の 地 方公 共 団 体の 機 関 、 他 の地 方 公 共団 体 が 設 立し た

地 方 独 立 行 政 法 人 、 法 第 ２ 条第 ８ 項 に規 定 す る 行 政機 関 又 は独 立 行 政 法 人 等

に 保 有 個 人 情 報 を 提 供 す る 場合 に お いて 、 保 有 個 人情 報 の 提供 を 受 け る者 が

、 法 令 の 定 め る 事 務 又 は 業 務の 遂 行 に必 要 な 限 度 で提 供 に 係る 個 人 情 報を 利

用 し 、 か つ 、 当 該 個 人 情 報 を利 用 す るこ と に つ い て相 当 の 理由 が あ る とき 。 

 (4)  前 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か、 専 ら統 計 の 作 成 又は 学 術 研究 の 目 的 のた め に

保 有 個 人 情 報 を 提 供 す る と き、 本 人 以外 の 者 に 提 供す る こ とが 明 ら か に本 人

の 利 益 に な る と き 、 そ の 他 保有 個 人 情報 を 提 供 す るこ と に つい て 特 別 の理 由

が あ る と き 。 

３  前 項 の 規 定 は 、 保 有 個 人 情 報の 利 用又 は 提 供 を 制限 す る 他の 条 例 の 規定 の 適

用 を 妨 げ るも の で は な い 。 

４  議 長 は 、 個 人 の 権 利 利 益 を 保護 す るた め 特 に 必 要が あ る と認 め る と きは 、 保

有 個 人 情 報の 利 用 目 的 以 外 の 目的 の ため の 市 会 の 内部 に お ける 利 用 を 議会 局 の

特 定 の 課 又 は 職 員 に 限 る も の とす る 。 

５  保 有 特 定 個 人 情 報 に 関 し て は、 第 ２項 第 ２ 号 か ら第 ４ 号 まで 及 び 第 31条 の 規

定 は 適 用 し な い も の と し 、 次 の表 の 左欄 に 掲 げ る 規定 の 適 用に つ い て は、 こ れ

ら の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る字 句 は、 同 表 の 右 欄に 掲 げ る字 句 と す る。 

第13条第１項        法令に基づく場合を除き、利  

用目的以外の目的      

利用目的以外の目的     

 自ら利用し、又は提供しては  

ならない          

自ら利用してはならない   

 



第13条第２項        自ら利用し、又は提供する  自ら利用する        

第13条第２項第１号     本人の同意があるとき、又は  

本人に提供するとき     

人の生命、身体又は財産の保  

護のために必要がある場合で  

あって、本人の同意があり、  

又は本人の同意を得ることが  

困難であるとき       

第40条第１項第１号     又は第13条第１項及び第２項  

の規定に違反して利用されて  

いるとき          

第13条第５項の規定により読  

み替えて適用する同条第１項  

及び第２項（第１号に係る部  

分に限る。）の規定に違反し  

て利用されているとき、番号  

利用法第20条の規定に違反し  

て収集され、若しくは保管さ  

れているとき、又は番号利用  

法第29条の規定に違反して作  

成された特定個人情報ファイ  

ル（番号利用法第２条第９項  

に規定する特定個人情報ファ  

イルをいう。）に記録されて  

いるとき          

第40条第１項第２号     第13条第１項及び第２項   番号利用法第19条      

 （ 保 有 個 人情 報 の 提 供 を 受 け る者 に 対す る 措 置 要 求） 

第 14 条  議 長 は 、 利 用 目 的 の た めに 又 は前 条 第 ２ 項 第３ 号 若 しく は 第 ４ 号の 規 定

に 基 づ き 、市 会 が 保 有 個 人 情 報を 提 供す る 場 合 に おい て 、 必要 が あ る と認 め る

と き は 、 保有 個 人 情 報 の 提 供 を受 け る者 に 対 し 、 提供 に 係 る個 人 情 報 につ い て

、 そ の 利 用の 目 的 若 し く は 方 法の 制 限そ の 他 必 要 な制 限 を 付し 、 又 は その 漏 え

い の 防 止 その 他 の 個 人 情 報 の 適切 な 管理 の た め に 必要 な 措 置を 講 ず る こと を 求

め る も の とす る 。 

 （ 個 人 関 連 情 報 の 提 供 を 受 け る者 に 対す る 措 置 要 求） 

第 15 条  議 長 は 、 市 会 が第 三 者 に個 人 関連 情 報 を 提 供す る 場 合（ 当 該 第 三者 が 当

該 個 人 関 連 情 報 を 個 人 情 報 と して 取 得す る こ と が 想定 さ れ る場 合 に 限 る 。） に

お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る とき は 、当 該 第 三 者 に対 し 、 提供 に 係 る 個人 関 連



情 報 に つ いて 、 そ の 利 用 の 目 的若 し くは 方 法 の 制 限そ の 他 必要 な 制 限 を付 し 、

又 は そ の 漏え い の 防 止 そ の 他 の個 人 関連 情 報 の 適 切な 管 理 のた め に 必 要な 措 置

を 講 ず る こと を 求 め る も の と する 。 

 （ 仮 名 加 工情 報 の 取 扱 い に 係 る義 務 ） 

第 16 条  市 会 は 、 法 令 に 基 づ く 場合 を 除 く ほ か 、 仮 名加 工 情 報（ 個 人 情 報で あ る

も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 第 51 条 にお い て 同 じ 。） を 第 三者 （ 当 該 仮名 加 工

情 報 の 取 扱 い の 委 託 を 受 け た 者を 除 く 。） に 提 供 して は な らな い 。 

２  議 長 は 、 市会 が 取 り 扱 う 仮 名加 工 情報 の 漏 え い の防 止 そ の他 仮 名 加 工情 報 の

安 全 管 理 の た め に 必 要 か つ 適 切な 措 置を 講 じ な け れば な ら ない 。 

３  市 会 は 、 仮 名 加 工 情 報 を 取 り扱 う に当 た っ て は 、法 令 に 基づ く 場 合 を除 き 、

当 該 仮 名 加工 情 報 の 作 成 に 用 いら れ た個 人 情 報 に 係る 本 人 を識 別 す る ため に 、

削 除 情 報 等（ 仮 名 加 工 情 報 の 作成 に 用い ら れ た 個 人情 報 か ら削 除 さ れ た記 述 等

及 び 個 人 識別 符 号 並 び に 法 第 41条 第 １項 の 規 定 に より 行 わ れた 加 工 の 方法 に 関

す る 情 報 を い う 。） を 取 得 し 、又 は 当該 仮 名 加 工 情報 を 他 の情 報 と 照 合し て は

な ら な い 。 

４  市 会 は 、 仮 名 加 工 情 報 を 取 り 扱 う に当 た っ て は 、法 令 に 基づ く 場 合 を除 き 、

電 話 を か け、 郵 便 若 し く は 民 間事 業 者に よ る 信 書 の送 達 に 関す る 法 律 （平 成 14

年 法 律 第 99号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に規 定 する 一 般 信 書 便事 業 者 若し く は 同 条第 ９ 項

に 規 定 す る特 定 信 書 便 事 業 者 によ る 同条 第 ２ 項 に 規定 す る 信書 便 に よ り送 付 し

、 電 報 を 送達 し 、 フ ァ ク シ ミ リ装 置 若し く は 電 磁 的方 法 （ 電子 情 報 処 理組 織 を

使 用 す る 方法 そ の 他 の 情 報 通 信の 技 術を 利 用 す る 方法 で あ って 議 長 が 定め る も

の を い う 。） を 用 い て 送 信 し 、又 は 住居 を 訪 問 す るた め に 、当 該 仮 名 加工 情 報

に 含 ま れ る連 絡 先 そ の 他 の 情 報を 利 用し て は な ら ない 。 

５  前 各 項 の 規 定 は 、 市会 に 係 る仮 名 加工 情 報 の 取 扱い の 委 託（ ２ 以 上 の段 階 に

わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た者 が 受託 し た 業 務 を行 う 場 合に つ い て 準用 す る

。 

 （ 匿 名 加 工 情 報 の 取 扱 い に 係 る義 務 ） 

第 17 条  市 会 は 、 匿 名 加 工 情 報 を取 り 扱 う に 当 た っ ては 、 法 令に 基 づ く 場合 を 除

き 、 当 該 匿 名 加 工 情 報 の 作 成 に用 い られ た 個 人 情 報に 係 る 本人 を 識 別 する た め

に 、 当 該 個 人 情 報 か ら 削 除 さ れた 記 述等 若 し く は 個人 識 別 符号 若 し く は法 第 43



条 第 １ 項 の規 定 に よ り 行 わ れ た加 工 の方 法 に 関 す る情 報 を 取得 し 、 又 は当 該 匿

名 加 工 情 報 を 他 の 情 報 と 照 合 して は なら な い 。 

２  市 会 は 、 匿 名 加 工 情 報 の 漏 えい を 防止 す る た め に必 要 な もの と し て 議長 が 定

め る 基 準 に従 い 、 匿 名 加 工 情 報の 適 切な 管 理 の た めに 必 要 な措 置 を 講 じな け れ

ば な ら な い。 

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 市会 に 係 る匿 名 加工 情 報 の 取 扱い の 委 託（ ２ 以 上 の段 階 に

わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た者 が 受託 し た 業 務 を行 う 場 合に つ い て 準用 す る

。 

   第 ３ 章  個 人 情 報 フ ァ イ ル 

 （ 個 人 情 報フ ァ イ ル 簿 の 作 成 及び 公 表） 

第 18 条  議 長 は 、 そ の 定 め る と ころ に より 、 市 会 が 保有 し て いる 個 人 情 報フ ァ イ

ル に つ い て 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げる 事 項そ の 他 議 長 が定 め る 事項 を 記 載 した 帳 簿

（ 以 下 「 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 」と い う 。） を 作 成 し、 公 表 しな け れ ば なら な い

。 

 (1)  個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 

 (2)  個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に供 さ れる 事 務 を 所 掌す る 組 織の 名 称 

 (3)  個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目的 

 (4)  個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 され る 項目 （ 以 下 「 記録 項 目 」と い う 。） 及 び 本

人 （ 他 の 個 人 の 氏 名 、 生 年 月日 そ の 他の 記 述 等 に よら な い で検 索 し 得 る者 に

限 る 。 次 項 第 １ 号 カ に お い て同 じ 。） と し て 個 人 情報 フ ァ イル に 記 録 され る

個 人 の 範 囲 （ 以 下 「 記 録 範 囲」 と い う 。）  

 (5)  個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 され る 個人 情 報 （ 以 下「 記 録 情報 」 と い う 。） の

収 集 方 法 

 (6)  記 録 情 報 に 要 配 慮 個 人 情 報が 含 まれ る と き は 、そ の 旨 

 (7)  記 録 情 報 を 市 会 以 外 の 者 に経 常 的に 提 供 す る 場合 に は 、そ の 提 供 先 

 (8)  次 条 第 １ 項 、 第 33条 第 １ 項又 は 第 40 条 第 １ 項 の規 定 に よる 請 求 を 受理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 

 (9)  第 33 条 第 １ 項 た だ し 書 又 は第 40 条第 １ 項 た だ し書 に 該 当す る と き は、 そ の

旨 

２  前 項 の 規定 は 、 次 に 掲 げ る 個人 情 報フ ァ イ ル に つい て は 、適 用 し な い。 



 (1)  次 に 掲 げ る 個 人 情 報 フ ァ イル 

  ア  市 会 の 議 員 若 し く は 議 員で あ っ た 者 又 は 職 員若 し く は職 員 で あ った 者 に

係 る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ っ て、 専 らそ の 人 事 、 議員 報 酬 、給 与 又 は 報酬

、 福 利 厚 生 に 関 す る 事 項 そ の 他こ れ らに 準 ず る 事 項を 記 録 する も の （ 議長

が 行 う 職 員 の 採 用 試 験 に 関 す る個 人 情報 フ ァ イ ル を含 む 。）  

  イ  専 ら 試 験 的 な 電 子 計 算 機処 理 の用 に 供 す る ため の 個 人情 報 フ ァ イル 

  ウ  １ 年 以 内 に 消 去 す る こ とと な る 記 録 情 報 の みを 記 録 する 個 人 情 報フ ァ イ

ル 

  エ  資 料 そ の 他 の 物 品 若 し くは 金 銭 の 送 付 又 は 業務 上 必 要な 連 絡 の ため に 利

用 す る 記 録 情 報 を 記 録 し た 個 人情 報 ファ イ ル で あ って 、 送 付又 は 連 絡 の相

手 方 の 氏 名 、 住 所 そ の 他 の 送 付又 は 連絡 に 必 要 な 事項 の み を記 録 す る もの 

  オ  職 員 が 学 術 研 究 の 用 に 供す る ため そ の 発 意 に基 づ き 作成 し 、 又 は取 得 す

る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ っ て 、記 録 情報 を 専 ら 当 該学 術 研 究の 目 的 の ため

に 利 用 す る も の 

  カ  本 人 の 数 が 議 長 が 定 め る数 に 満た な い 個 人 情報 フ ァ イル 

  キ  ア か ら カ ま で に 掲 げ る 個人 情 報フ ァ イ ル に 準ず る も のと し て 議 長が 定 め

る 個 人 情 報 フ ァ イ ル 

 (2)  前 項 の 規 定 に よ る 公 表 に 係る 個 人情 報 フ ァ イ ルに 記 録 され て い る 記録 情 報

の 全 部 又 は 一 部 を 記 録 し た 個人 情 報 ファ イ ル で あ って 、 そ の利 用 目 的 、記 録

項 目 及 び 記 録 範 囲 が 当 該 公 表に 係 る これ ら の 事 項 の範 囲 内 のも の 

 (3)  前 号 に 掲 げ る 個 人 情 報 フ ァイ ル に準 ず る も の とし て 議 長が 定 め る 個人 情 報

フ ァ イ ル 

３  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、議 長 は、 記 録 項 目 の一 部 若 しく は 同 項 第５ 号 若

し く は 第 ７号 に 掲 げ る 事 項 を 個人 情 報フ ァ イ ル 簿 に記 載 し 、又 は 個 人 情報 フ ァ

イ ル を 個 人情 報 フ ァ イ ル 簿 に 掲載 す るこ と に よ り 、利 用 目 的に 係 る 事 務又 は 事

業 の 性 質 上、 当 該 事 務 又 は 事 業の 適 正な 遂 行 に 著 しい 支 障 を及 ぼ す お それ が あ

る と 認 め ると き は 、 そ の 記 録 項目 の 一部 若 し く は 事項 を 記 載せ ず 、 又 はそ の 個

人 情 報 フ ァイ ル を 個 人 情 報 フ ァイ ル 簿に 掲 載 し な いこ と が でき る 。 

   第 ４ 章  開 示 、 訂 正 及 び 利用 停 止 

    第 １節  開 示 



 （ 開 示 請 求権 ） 

第 19 条  何 人 も 、 こ の 条 例 の 定 める と ころ に よ り 、 議長 に 対 し、 市 会 の 保有 す る

自 己 を 本 人 と す る 保 有 個 人 情 報の 開 示を 請 求 す る こと が で きる 。 

２  未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見人 の 法定 代 理 人 又 は本 人 の 委任 に よ る 代理 人 （

以 下 「 代 理人 」 と 総 称 す る 。） は 、 本人 に 代 わ っ て前 項 の 規定 に よ る 開示 の 請

求 （ 以 下 「 開 示 請 求 」 と い う 。） を する こ と が で きる 。 

 （ 開 示 請 求の 手 続 ） 

第 20 条  開 示 請 求 は 、 次 に 掲 げ る事 項 を記 載 し た 書 面（ 以 下 「開 示 請 求 書」 と い

う 。） を 議長 に 提 出 し て し な けれ ば なら な い 。 

 (1)  開 示 請 求 を す る 者 の 氏 名 及び 住 所又 は 居 所 

 (2)  開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情報 が 記録 さ れ て い る行 政 文 書の 名 称 そ の他 の 開

示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を特 定 す るに 足 り る 事 項 

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 開 示 請求 を する 者 は 、 議 長が 定 め ると こ ろ に より 、 開

示 請 求 に 係る 保 有 個 人 情 報 の 本人 で ある こ と （ 前 条第 ２ 項 の規 定 に よ る開 示 請

求 に あ っ ては 、 開 示 請 求 に 係 る保 有 個人 情 報 の 本 人の 代 理 人で あ る こ と） を 示

す 書 類 を 提示 し 、 又 は 提 出 し なけ れ ばな ら な い 。 

３  議 長 は 、 開 示 請 求 書 に 形 式 上の 不 備が あ る と 認 める と き は、 開 示 請 求を し た

者 （ 以 下 「開 示 請 求 者 」 と い う 。） に対 し 、 相 当 の期 間 を 定め て 、 そ の補 正 を

求 め る こ とが で き る 。 こ の 場 合に お いて 、 議 長 は 、開 示 請 求者 に 対 し 、補 正 の

参 考 と な る情 報 を 提 供 す る よ う努 め なけ れ ば な ら ない 。 

 （ 保 有 個 人情 報 の 開 示 義 務 ） 

第 21 条  議 長 は 、 開 示 請 求 が あ った と きは 、 開 示 請 求に 係 る 保有 個 人 情 報に 次 の

各 号 に 掲 げ る 情 報 （ 以 下 「 不 開示 情 報」 と い う 。） の い ず れか が 含 ま れて い る

場 合 を 除 き 、 開 示 請 求 者 に 対 し、 当 該保 有 個 人 情 報を 開 示 しな け れ ば なら な い

。 

 (1)  開 示 請 求 者 （ 第 19条 第 ２ 項の 規 定に よ り 代 理 人が 本 人 に代 わ っ て 開示 請 求

を す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該本 人 を いう 。 次 号 及 び第 ３ 号 、次 条 第 ２ 項並 び

に 第 28 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。） の 生命 、 健 康 、 生活 又 は 財産 を 害 す るお そ

れ が あ る 情 報 

 (2)  開 示 請 求 者 以 外 の 個 人 に 関す る 情報 （ 事 業 を 営む 個 人 の当 該 事 業 に関 す る



情 報 を 除 く 。） で あ っ て 、 当該 情 報 に含 ま れ る 氏 名、 生 年 月日 そ の 他 の 記 述

等 に よ り 開 示 請 求 者 以 外 の 特定 の 個 人を 識 別 す る こと が で きる も の （ 他の 情

報 と 照 合 す る こ と に よ り 、 開示 請 求 者以 外 の 特 定 の個 人 を 識別 す る こ とが で

き る こ と と な る も の を 含 む 。） 若 し くは 個 人 識 別 符号 が 含 まれ る も の 又 は 開

示 請 求 者 以 外 の 特 定 の 個 人 を識 別 す るこ と は で き ない が 、 開示 す る こ とに よ

り 、 な お 開 示 請 求 者 以 外 の 個人 の 権 利利 益 を 害 す るお そ れ があ る も の 。た だ

し 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 除 く 。 

  ア  法 令 の 規 定 に よ り 又 は 慣行 と して 開 示 請 求 者が 知 る こと が で き 、又 は 知

る こ と が 予 定 さ れ て い る 情 報 

  イ  人 の 生 命 、 健 康 、 生 活 又は 財 産を 保 護 す る ため 、 開 示す る こ と が必 要 で

あ る と 認 め ら れ る 情 報 

  ウ  当 該 個 人 が 公 務 員 等 （ 国家 公 務員 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 120 号 ） 第２ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 国 家 公 務 員 （ 独立 行 政法 人 通 則 法 第２ 条 第 ４項 に 規 定 する

行 政 執 行 法 人 の 役 員 及 び 職 員 を除 く 。）、 独 立 行 政法 人 等 の役 員 及 び職 員

、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律第 261 号 ） 第 ２ 条 に規 定 す る地 方 公 務 員並

び に 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 及び 職 員を い う 。） であ る 場 合に お い て 、当

該 情 報 が そ の 職 務 の 遂 行 に 係 る情 報 であ る と き は 、当 該 情 報の う ち 、 当該

公 務 員 等 の 職 及 び 当 該 職 務 遂 行の 内 容に 係 る 部 分 

 (3)  法 人 そ の 他 の 団 体 （ 国 、 独立 行 政法 人 等 、 地 方公 共 団 体及 び 地 方 独立 行 政

法 人 を 除 く 。 以 下 「 法 人 等 」と い う 。） に 関 す る 情報 又 は 開示 請 求 者 以外 の

事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に関 す る 情報 で あ っ て 、次 に 掲 げる も の 。 ただ し

、 人 の 生 命 、 健 康 、 生 活 又 は財 産 を 保護 す る た め 、開 示 す るこ と が 必 要で あ

る と 認 め ら れ る 情 報 を 除 く 。 

  ア  開 示 す る こ と に よ り 、 当該 法 人等 又 は 当 該 個人 の 権 利、 競 争 上 の地 位 そ

の 他 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れが あ るも の 

  イ  市 会 の 要 請 を 受 け て 、 開示 し な い と の 条 件 で任 意 に 提供 さ れ た もの で あ

っ て 、 法 人 等 又 は 個 人 に お け る通 例 とし て 開 示 し ない こ と とさ れ て い るも

の そ の 他 の 当 該 条 件 を 付 す る こと が 当該 情 報 の 性 質、 当 時 の状 況 等 に 照ら

し て 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ るも の 

 (4)  市 、 市 が 設 立 し た 地 方 独 立行 政 法人 、 他 の 地 方公 共 団 体、 他 の 地 方公 共 団



体 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法人 、 国 の機 関 及 び 独 立行 政 法 人等 の 内 部 又は 相

互 間 に お け る 審 議 、 検 討 又 は協 議 に 関す る 情 報 で あっ て 、 開示 す る こ とに よ

り 、 率 直 な 意 見 の 交 換 若 し くは 意 思 決定 の 中 立 性 が不 当 に 損な わ れ る おそ れ

、 不 当 に 住 民 の 間 に 混 乱 を 生じ さ せ るお そ れ 又 は 特定 の 者 に不 当 に 利 益を 与

え 若 し く は 不 利 益 を 及 ぼ す おそ れ が ある も の 

 (5)  市 、 市 が 設 立 し た 地 方 独 立行 政 法人 、 他 の 地 方公 共 団 体、 他 の 地 方公 共 団

体 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法人 、 国 の機 関 又 は 独 立行 政 法 人等 が 行 う 事務 又

は 事 業 に 関 す る 情 報 で あ っ て、 開 示 する こ と に よ り、 次 に 掲げ る お そ れそ の

他 当 該 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上、 当 該 事務 又 は 事 業 の適 正 な 遂行 に 支 障 を及 ぼ

す お そ れ が あ る も の 

  ア  議 長 が 第 25 条 各 項 の 決 定（ 以 下「 開 示 決 定 等」 と い う 。） を す る場 合 に

お い て 、 犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧 又 は捜 査 その 他 の 公 共 の安 全 と 秩序 の 維 持 に支

障 を 及 ぼ す お そ れ 

  イ  監 査 、 検 査 、 取 締 り 、 試験 又 は 租 税 の 賦 課 若し く は 徴収 に 係 る 事務 に 関

し 、 正 確 な 事 実 の 把 握 を 困 難 にす る おそ れ 又 は 違 法若 し く は不 当 な 行 為を

容 易 に し 、 若 し く は そ の 発 見 を困 難 にす る お そ れ 

  ウ  契 約 、 交 渉 又 は 争 訟 に 係る 事 務に 関 し 、 市 、市 が 設 立し た 地 方 独立 行 政

法 人 、 他 の 地 方 公 共 団 体 、 他 の地 方 公共 団 体 が 設 立し た 地 方独 立 行 政 法人

、 国 又 は 独 立 行 政 法 人 等 の 財 産上 の 利益 又 は 当 事 者と し て の地 位 を 不 当に

害 す る お そ れ 

  エ  調 査 研 究 に 係 る 事 務 に 関し 、 その 公 正 か つ 能率 的 な 遂行 を 不 当 に阻 害 す

る お そ れ 

  オ  人 事 管 理 に 係 る 事 務 に 関し 、 公正 か つ 円 滑 な人 事 の 確保 に 支 障 を及 ぼ す

お そ れ 

  カ  市 が 経 営 す る 企 業 、 市 が設 立 した 地 方 独 立 行政 法 人 、他 の 地 方 公共 団 体

が 経 営 す る 企 業 、 他 の 地 方 公 共団 体 が設 立 し た 地 方独 立 行 政法 人 又 は 独立

行 政 法 人 等 に 係 る 事 業 に 関 し 、そ の 企業 経 営 上 の 正当 な 利 益を 害 す る おそ

れ 

 （ 部 分 開 示） 

第 22 条  議 長 は 、 開 示 請 求 に 係 る保 有 個人 情 報 に 不 開示 情 報 が含 ま れ て いる 場 合



に お い て 、不 開 示 情 報 に 該 当 する 部 分を 容 易 に 区 分し て 除 くこ と が で きる と き

は 、 開 示 請求 者 に 対 し 、 当 該 部分 を 除い た 部 分 に つき 開 示 しな け れ ば なら な い

。 

２  開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報に 前 条第 ２ 号 の 情 報（ 開 示 請求 者 以 外 の特 定 の

個 人 を 識 別す る こ と が で き る もの に 限る 。） が 含 まれ て い る場 合 に お いて 、 当

該 情 報 の うち 、 氏 名 、 生 年 月 日そ の 他の 開 示 請 求 者以 外 の 特定 の 個 人 を識 別 す

る こ と が でき る こ と と な る 記 述等 及 び個 人 識 別 符 号の 部 分 を除 く こ と によ り 、

開 示 し て も、 開 示 請 求 者 以 外 の個 人 の権 利 利 益 が 害さ れ る おそ れ が な いと 認 め

ら れ る と きは 、 当 該 部 分 を 除 いた 部 分は 、 同 号 の 情報 に 含 まれ な い も のと み な

し て 、 前 項の 規 定 を 適 用 す る 。 

 （ 裁 量 的 開示 ） 

第 23 条  議 長 は 、 開 示 請 求 に 係 る保 有 個人 情 報 に 不 開示 情 報 が含 ま れ て いる 場 合

で あ っ て も 、 個 人 の 権 利 利 益 を保 護 する た め 特 に 必要 が あ ると 認 め る とき は 、

開 示 請 求 者 に 対 し 、 当 該 保 有 個人 情 報を 開 示 す る こと が で きる 。 

 （ 保 有 個 人情 報 の 存 否 に 関 す る情 報 ） 

第 24 条  開 示 請 求 に 対 し 、 当 該 開示 請 求に 係 る 保 有 個人 情 報 が存 在 し て いる か 否

か を 答 え る だ け で 、 不 開 示 情 報を 開 示す る こ と と なる と き は、 議 長 は 、当 該 保

有 個 人 情 報 の 存 否 を 明 ら か に しな い で、 当 該 開 示 請求 を 拒 否す る こ と がで き る

。 

 （ 開 示 請 求 に 対 す る 措 置 ） 

第 25 条  議 長 は 、 開 示 請 求 に 係 る保 有 個人 情 報 の 全 部又 は 一 部を 開 示 す ると き は

、 そ の 旨 の 決 定 を し 、 開 示 請 求者 に 対し 、 そ の 旨 、開 示 す る保 有 個 人 情報 の 利

用 目 的 及 び 開 示 の 実 施 に 関 し 議長 が 定め る 事 項 を 書面 に よ り通 知 し な けれ ば な

ら な い 。 た だ し 、 第 ６条 第 ２ 号又 は 第３ 号 に 該 当 する 場 合 にお け る 当 該利 用 目

的 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い。 

２  議 長 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有個 人 情報 の 全 部 を 開示 し な いと き （ 前 条の 規 定

に よ り 開 示請 求 を 拒 否 す る と き、 及 び開 示 請 求 に 係る 保 有 個人 情 報 を 保有 し て

い な い と きを 含 む 。） は 、 開 示を し ない 旨 の 決 定 をし 、 開 示請 求 者 に 対し 、 そ

の 旨 を 書 面に よ り 通 知 し な け れば な らな い 。 

 （ 開 示 決 定等 の 期 限 ） 



第 26 条  開 示 決 定 等 は 、 開 示 請 求が あ った 日 か ら 30 日以 内 に しな け れ ば なら な い

。 た だ し 、 第 20 条 第 ３ 項 の 規 定に よ り補 正 を 求 め た場 合 に あっ て は 、 当該 補 正

に 要 し た 日数 は 、 当 該 期 間 に 算入 し ない 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議長 は 、事 務 処 理 上 の困 難 そ の他 正 当 な 理由 が あ

る と き は 、同 項 に 規 定 す る 期 間を 30 日以 内 に 限 り 延長 す る こと が で き る。 こ の

場 合 に お い て 、 議 長 は 、 開 示 請求 者 に対 し 、 遅 滞 なく 、 延 長後 の 期 間 及び 延 長

の 理 由 を 書 面 に よ り 通 知 し な けれ ば なら な い 。 

３  議 長 は 、 開 示 請 求 が あ っ た とき は 、第 １ 項 に 規 定す る 期 間内 で あ っ ても 、 速

や か に 開 示決 定 等 を す る よ う 努め る もの と す る 。 

 （ 開 示 決 定等 の 期 限 の 特 例 ） 

第 27 条  開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人情 報 が著 し く 大 量 であ る た め、 開 示 請 求が あ っ

た 日 か ら 60日 以 内 に そ の 全 て につ い て開 示 決 定 等 をす る こ とに よ り 事 務の 遂 行

に 著 し い 支障 が 生 ず る お そ れ があ る 場合 に は 、 前 条の 規 定 にか か わ ら ず、 議 長

は 、 開 示 請求 に 係 る 保 有 個 人 情報 の うち の 相 当 の 部分 に つ き当 該 期 間 内に 開 示

決 定 等 を し、 残 り の 保 有 個 人 情報 に つい て は 相 当 の期 間 内 に開 示 決 定 等を す れ

ば 足 り る 。こ の 場 合 に お い て 、議 長 は、 同 条 第 １ 項に 規 定 する 期 間 内 に、 開 示

請 求 者 に 対し 、 次 に 掲 げ る 事 項を 書 面に よ り 通 知 しな け れ ばな ら な い 。 

 (1)  こ の 条 の 規 定 を 適 用 す る 旨及 び その 理 由 

 (2)  残 り の 保 有 個 人 情 報 に つ いて 開 示決 定 等 を す る期 限 

２  前 条 の 規 定 に よ る 開 示 決 定 等を し なけ れ ば な ら ない 期 間 に、 議 長 及 び副 議 長

が と も に 欠け て い る 期 間 が あ ると き は、 当 該 期 間 の日 数 は 、同 条 の 期 間に 算 入

し な い 。 

 （ 第 三 者 に対 す る 意 見 書 提 出 の機 会 の付 与 等 ） 

第 28 条  開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人情 報 に市 、 市 が 設 立し た 地 方独 立 行 政 法人 、 他

の 地 方 公 共 団 体 、 他 の 地 方 公 共団 体 が設 立 し た 地 方独 立 行 政法 人 、 国 、独 立 行

政 法 人 等 及 び 開 示 請 求 者 以 外 の者 （ 以下 こ の 条 、 第 47 条 第 ２項 第 ３ 号 及び 第 48

条 に お い て 「 第 三 者 」 と い う 。） に 関す る 情 報 が 含ま れ て いる と き は 、議 長 は

、 開 示 決 定 等 を す る に 当 た っ て、 当 該情 報 に 係 る 第三 者 に 対し 、 議 長 が定 め る

と こ ろ に よ り 、 当 該 第 三 者 に 関す る 情報 の 内 容 そ の他 議 長 が定 め る 事 項を 通 知

し て 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を与 え るこ と が で き る。 



２  議 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当す る と き は 、第 25 条 第１ 項 の 決 定（ 以 下

「 開 示 決 定 」 と い う 。） に 先 立ち 、 当該 第 三 者 に 対し 、 議 長が 定 め る とこ ろ に

よ り 、 開 示 請 求 に 係 る 当 該 第 三者 に 関す る 情 報 の 内容 そ の 他議 長 が 定 める 事 項

を 書 面 に よ り 通 知 し て 、 意 見 書を 提 出す る 機 会 を 与え な け れば な ら な い。 た だ

し 、 当 該 第 三 者 の 所 在 が 判 明 しな い 場合 は 、 こ の 限り で な い。 

 (1)  第 三 者 に 関 す る 情 報 が 含 まれ て いる 保 有 個 人 情報 を 開 示し よ う と する 場 合

で あ っ て 、 当 該 第 三 者 に 関 する 情 報 が第 21 条 第 ２ 号イ 又 は 同条 第 ３ 号 ただ し

書 に 規 定 す る 情 報 に 該 当 す ると 認 め られ る と き 。 

 (2)  第 三 者 に 関 す る 情 報 が 含 まれ て いる 保 有 個 人 情報 を 第 23条 の 規 定 によ り 開

示 し よ う と す る と き 。 

３  議 長 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に よ り意 見 書の 提 出 の 機 会を 与 え られ た 第 三 者が 当 該

第 三 者 に 関す る 情 報 の 開 示 に 反対 の 意思 を 表 示 し た意 見 書 を提 出 し た 場合 に お

い て 、 開 示決 定 を す る と き は 、開 示 決定 の 日 と 開 示を 実 施 する 日 と の 間に 少 な

く と も ２ 週間 を 置 か な け れ ば なら な い。 こ の 場 合 にお い て 、議 長 は 、 開示 決 定

後 直 ち に 、当 該 意 見 書 （ 以 下 「反 対 意見 書 」 と い う 。） を 提出 し た 第 三者 に 対

し 、 開 示 決定 を し た 旨 及 び そ の理 由 並び に 開 示 を 実施 す る 日を 書 面 に より 通 知

し な け れ ばな ら な い 。 

 （ 開 示 の 実施 ） 

第 29 条  保 有 個 人 情 報 の 開 示 は 、当 該 保有 個 人 情 報 が、 文 書 又は 図 画 に 記録 さ れ

て い る と き は 閲 覧 又 は 写 し の 交付 に より 、 電 磁 的 記録 に 記 録さ れ て い ると き は

写 し の 交 付そ の 他 の 電 磁 的 記 録の 種 別、 情 報 化 の 進 展 状 況 等 を 勘 案 し て議 長 が

定 め る 方 法 に よ り 行 う 。 た だ し、 閲 覧の 方 法 に よ る保 有 個 人情 報 の 開 示に あ っ

て は 、 議 長 は 、 当 該 保 有 個 人 情報 が 記録 さ れ て い る文 書 又 は図 画 の 保 存に 支 障

を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ると き 、そ の 他 正 当 な理 由 が ある と き は 、そ の 写

し に よ り 、 こ れ を 行 う こ と が でき る 。 

２  議 長 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ く 電 磁 的記 録 に つ い ての 開 示 の方 法 に 関 する 定 め

を 一 般 の 閲覧 に 供 し な け れ ば なら な い。 

３  開 示 決 定 に 基 づ き 保 有 個 人 情 報 の 開示 を 受 け る 者は 、 議 長が 定 め る とこ ろ に

よ り 、 議 長に 対 し 、 そ の 求 め る開 示 の実 施 の 方 法 等を 申 し 出な け れ ば なら な い

。 



４  前 項 の 規 定 に よ る 申 出 は 、 第 25 条 第１ 項 に 規 定 する 通 知 があ っ た 日 から 30 日

以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 ただ し 、当 該 期 間 内 に当 該 申 出を す る こ とが で き

な い こ と に つ き 正 当 な 理 由 が ある と きは 、 こ の 限 りで な い 。 

 （ 本 人 情 報の 本 人 へ の 提 供 ） 

第 30 条  議 長 が あ ら か じ め 定 め る保 有 個人 情 報 に つ いて は 、 議長 が 定 め る簡 易 な

手 続 に よ り 本 人 に 提 供 す る こ とが で きる 。 

 （ 他 の 法 令に よ る 開 示 の 実 施 との 調 整） 

第 31 条  議 長 は 、 他 の 法 令 の 規 定に よ り、 開 示 請 求 者に 対 し 開示 請 求 に 係る 保 有

個 人 情 報 が第 29 条 第 １ 項 本 文 に規 定 する 方 法 と 同 一の 方 法 で開 示 す る こと と さ

れ て い る 場合 （ 開 示 の 期 間 が 定め ら れて い る 場 合 にあ っ て は、 当 該 期 間内 に 限

る 。） に は 、 同 項 本 文 の 規 定 にか か わら ず 、 当 該 保有 個 人 情報 に つ い ては 、 当

該 同 一 の 方法 に よ る 開 示 を 行 わな い 。た だ し 、 当 該他 の 法 令の 規 定 に 一定 の 場

合 に は 開 示を し な い 旨 の 定 め があ る とき は 、 こ の 限り で な い。 

２  他 の 法 令 の 規 定 に 定 め る 開 示の 方 法が 縦 覧 で あ ると き は 、当 該 縦 覧 を第 29 条

第 １ 項 本 文 の 閲 覧 と み な し て 、前 項 の規 定 を 適 用 する 。 

 （ 開 示 に 係る 写 し の 交 付 の 手 数料 ） 

第 32 条  第 29 条 第 １ 項 の 規 定 に より 写 しの 交 付 を 受 ける 者 は 、横 浜 市 個 人情 報 の

保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 12月 横 浜市 条 例 第 38 号。 以 下 「市 個 人 情 報 保 護 条

例 」 と い う 。） 別 表 に 定 め る 額と 同 額の 手 数 料 を 納め な け れ ば な ら な い。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同項 の 写し を 郵 便 等 によ り 送 付す る 場 合 の手 数 料

の 額 は 、 市 個 人 情 報 保 護 条 例 別表 に 定め る 額 に 郵 便料 金 そ の他 の 送 付 に要 す る

費 用 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 額と す る。 

    第 ２節  訂 正 

 （ 訂 正 請 求権 ） 

第 33 条  何 人 も 、 自 己 を 本 人 と する 保 有個 人 情 報 （ 次に 掲 げ るも の に 限 る。 第 40

条 第 １ 項 にお い て 同 じ 。） の 内容 が 事実 で な い と 思料 す る とき は 、 こ の条 例 の

定 め る と こ ろ に よ り 、 議 長 に 対し 、 当該 保 有 個 人 情報 の 訂 正（ 追 加 又 は削 除 を

含 む 。 以 下 同 じ 。） を 請 求 す るこ と がで き る 。 た だし 、 当 該保 有 個 人 情報 の 訂

正 に 関 し て 他 の 法 令 の 規 定 に より 特 別の 手 続 が 定 めら れ て いる と き は 、こ の 限

り で な い 。 



 (1)  開 示 決 定 に 基 づ き 開 示 を 受け た 保有 個 人 情 報 

 (2)  開 示 決 定 に 係 る 保 有 個 人 情報 で あっ て 、 第 31 条第 １ 項 の他 の 法 令 の規 定 に

よ り 開 示 を 受 け た も の 

２  代 理 人 は 、 本 人 に 代 わ っ て 前項 の 規定 に よ る 訂 正の 請 求 （以 下 「 訂 正請 求 」

と い う 。） を す る こ と が で き る。 

３  訂 正 請 求 は 、 保 有 個 人 情 報 の開 示 を受 け た 日 か ら 90 日 以 内に し な け れば な ら

な い 。 

 （ 訂 正 請 求の 手 続 ） 

第 34 条  訂 正 請 求 は 、 次 に 掲 げ る事 項 を 記 載 し た 書 面（ 以 下 「訂 正 請 求 書」 と い

う 。） を 議長 に 提 出 し て し な けれ ば なら な い 。 

 (1)  訂 正 請 求 を す る 者 の 氏 名 及び 住 所又 は 居 所 

 (2)  訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情報 の 開示 を 受 け た 日そ の 他 当該 保 有 個 人情 報 を

特 定 す る に 足 り る 事 項 

 (3)  訂 正 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由 

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 訂 正 請求 を する 者 は 、 議 長が 定 め ると こ ろ に より 、 訂

正 請 求 に 係る 保 有 個 人 情 報 の 本人 で ある こ と （ 前 条第 ２ 項 の規 定 に よ る訂 正 請

求 に あ っ ては 、 訂 正 請 求 に 係 る保 有 個人 情 報 の 本 人の 代 理 人で あ る こ と） を 示

す 書 類 を 提示 し 、 又 は 提 出 し なけ れ ばな ら な い 。 

３  議 長 は 、 訂 正 請 求 書 に 形 式 上の 不 備が あ る と 認 める と き は、 訂 正 請 求を し た

者 （ 以 下 「訂 正 請 求 者 」 と い う 。） に対 し 、 相 当 の期 間 を 定め て 、 そ の補 正 を

求 め る こ とが で き る 。 

 （ 保 有 個 人情 報 の 訂 正 義 務 ） 

第 35 条  議 長 は 、 訂 正 請 求 が あ った 場 合 に お い て 、 当該 訂 正 請求 に 理 由 があ る と

認 め る と き は 、 当 該 訂 正 請 求 に係 る 保有 個 人 情 報 の利 用 目 的の 達 成 に 必要 な 範

囲 内 で 、 当 該 保 有 個 人 情 報 の 訂正 を しな け れ ば な らな い 。 

 （ 訂 正 請 求に 対 す る 措 置 ） 

第 36 条  議 長 は 、 訂 正 請 求 に 係 る保 有 個人 情 報 の 訂 正を す る とき は 、 そ の旨 の 決

定 を し 、 訂 正 請 求 者 に 対 し 、 その 旨 を書 面 に よ り 通知 し な けれ ば な ら ない 。 

２  議 長 は 、 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情報 の 訂 正 を しな い と きは 、 そ の 旨の 決 定

を し 、 訂 正請 求 者 に 対 し 、 そ の旨 を 書面 に よ り 通 知し な け れば な ら な い。 



 （ 訂 正 決 定等 の 期 限 ） 

第 37 条  前 条 各 項 の 決 定 （ 以 下 「訂 正 決定 等 」 と い う 。） は 、訂 正 請 求 があ っ た

日 か ら 30 日以 内 に し な け れ ば なら な い。 た だ し 、 第 34 条 第 ３項 の 規 定 によ り 補

正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、 当該 補 正に 要 し た 日 数は 、 当 該期 間 に 算 入し な い

。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議長 は 、事 務 処 理 上 の困 難 そ の他 正 当 な 理由 が あ

る と き は 、 同 項 に 規 定 す る 期 間を 30 日以 内 に 限 り 延長 す る こと が で き る。 こ の

場 合 に お い て 、 議 長 は 、 訂 正 請求 者 に対 し 、 遅 滞 なく 、 延 長後 の 期 間 及び 延 長

の 理 由 を 書 面 に よ り 通 知 し な けれ ば なら な い 。 

 （ 訂 正 決 定等 の 期 限 の 特 例 ） 

第 38 条  議 長 は 、 訂 正 決 定 等 に 特に 長 期間 を 要 す る と認 め る とき は 、 前 条の 規 定

に か か わ ら ず 、 相 当 の 期 間 内 に訂 正 決定 等 を す れ ば足 り る 。こ の 場 合 にお い て

、 議 長 は 、 同 条 第 １ 項 に 規 定 する 期 間内 に 、 訂 正 請求 者 に 対し 、 次 に 掲げ る 事

項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ばな ら ない 。 

 (1)  こ の 条 の 規 定 を 適 用 す る 旨及 び その 理 由 

 (2)  訂 正 決 定 等 を す る 期 限 

２  前 条 の 規 定 に よ る 訂 正 決 定 等を し なけ れ ば な ら ない 期 間 に、 議 長 及 び副 議 長

が と も に 欠け て い る 期 間 が あ ると き は、 当 該 期 間 の日 数 は 、同 条 の 期 間に 算 入

し な い 。 

 （ 保 有 個 人情 報 の 提 供 先 へ の 通知 ） 

第 39 条  議 長 は 、 第 36 条 第 １ 項 の決 定 に基 づ く 保 有 個人 情 報 の訂 正 の 実 施を し た

場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認め る とき は 、 当 該 保有 個 人 情報 の 提 供 先に 対 し

、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に より 通 知す る も の と する 。 

    第 ３節  利 用 停 止 

 （ 利 用 停 止請 求 権 ） 

第 40 条  何 人 も 、 自 己 を 本 人 と する 保 有個 人 情 報 が 次の 各 号 のい ず れ か に該 当 す

る と 思 料 す る と き は 、 こ の 条 例の 定 める と こ ろ に より 、 議 長に 対 し 、 当該 各 号

に 定 め る 措 置 を 請 求 す る こ と がで き る。 た だ し 、 当該 保 有 個人 情 報 の 利用 の 停

止 、 消 去 又 は 提 供 の 停 止 （ 以 下「 利 用停 止 」 と い う 。） に 関し て 他 の 法令 の 規

定 に よ り 特 別 の 手 続 が 定 め ら れて い ると き は 、 こ の限 り で ない 。 



 (1)  第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反し て 保 有 さ れ て い ると き 、 第７ 条 の 規 定に 違 反

し て 取 り 扱 わ れ て い る と き 、第 ８ 条 の規 定 に 違 反 して 取 得 され た も の で あ る

と き 、 又 は第 13 条 第 １ 項 及 び第 ２ 項 の規 定 に 違 反 して 利 用 され て い る とき  

当 該 保 有 個 人 情 報 の 利 用 の 停止 又 は 消去 

 (2)  第 13 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の規 定 に 違 反 し て 提 供さ れ て いる と き  当該 保 有

個 人 情 報 の 提 供 の 停 止 

２  代 理 人 は 、 本 人 に 代 わ っ て 前項 の 規定 に よ る 利 用停 止 の 請求 （ 以 下 「利 用 停

止 請 求 」 とい う 。） を す る こ とが で きる 。 

３  利 用 停 止 請 求 は 、 保 有 個 人 情報 の 開示 を 受 け た 日か ら 90 日以 内 に し なけ れ ば

な ら な い 。 

 （ 利 用 停 止請 求 の 手 続 ） 

第 41 条  利 用 停 止 請 求 は 、 次 に 掲げ る 事 項 を 記 載 し た書 面 （ 以下 「 利 用 停止 請 求

書 」 と い う 。） を 議 長 に 提 出 して し なけ れ ば な ら ない 。 

 (1)  利 用 停 止 請 求 を す る 者 の 氏名 及 び住 所 又 は 居 所 

 (2)  利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個人 情 報の 開 示 を 受 けた 日 そ の他 当 該 保 有個 人 情

報 を 特 定 す る に 足 り る 事 項 

 (3)  利 用 停 止 請 求 の 趣 旨 及 び 理由 

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 利 用 停止 請 求を す る 者 は 、議 長 が 定め る と こ ろに よ り

、 利 用 停 止請 求 に 係 る 保 有 個 人情 報 の本 人 で あ る こと （ 前 条第 ２ 項 の 規定 に よ

る 利 用 停 止請 求 に あ っ て は 、 利用 停 止請 求 に 係 る 保有 個 人 情報 の 本 人 の代 理 人

で あ る こ と） を 示 す 書 類 を 提 示し 、 又は 提 出 し な けれ ば な らな い 。 

３  議 長 は 、 利 用 停 止 請 求 書 に 形式 上 の不 備 が あ る と認 め る とき は 、 利 用停 止 請

求 を し た 者（ 以 下 「 利 用 停 止 請求 者 」と い う 。） に対 し 、 相当 の 期 間 を定 め て

、 そ の 補 正を 求 め る こ と が で きる 。 

 （ 保 有 個 人情 報 の 利 用 停 止 義 務） 

第 42 条  議 長 は 、 利 用 停 止 請 求 があ っ た 場 合 に お い て、 当 該 利用 停 止 請 求に 理 由

が あ る と 認 め る と き は 、 市 会 にお け る個 人 情 報 の 適正 な 取 扱い を 確 保 する た め

に 必 要 な 限 度 で 、 当 該 利 用 停 止請 求 に係 る 保 有 個 人情 報 の 利用 停 止 を しな け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 保 有個 人 情報 の 利 用 停 止を す る こと に よ り 、当 該 保

有 個 人 情 報 の 利 用 目 的 に 係 る 事務 又 は事 業 の 性 質 上、 当 該 事務 又 は 事 業の 適 正



な 遂 行 に 著し い 支 障 を 及 ぼ す おそ れ があ る と 認 め られ る と きは 、 こ の 限り で な

い 。 

 （ 利 用 停 止請 求 に 対 す る 措 置 ） 

第 43 条  議 長 は 、 利 用 停 止 請 求 に係 る 保有 個 人 情 報 の利 用 停 止を す る と きは 、 そ

の 旨 の 決 定 を し 、 利 用 停 止 請 求者 に 対し 、 そ の 旨 を書 面 に より 通 知 し なけ れ ば

な ら な い 。 

２  議 長 は 、 利 用 停 止 請 求 に 係 る保 有 個人 情 報 の 利 用停 止 を しな い と き は、 そ の

旨 の 決 定 をし 、 利 用 停 止 請 求 者に 対 し、 そ の 旨 を 書面 に よ り通 知 し な けれ ば な

ら な い 。 

 （ 利 用 停 止決 定 等 の 期 限 ） 

第 44 条  前 条 各項 の 決 定 （ 以 下 「利 用 停止 決 定 等 」 とい う 。） は 、 利 用 停止 請 求

が あ っ た 日 か ら 30 日 以 内 に し なけ れ ばな ら な い 。 ただ し 、 第 41 条 第 ３ 項の 規 定

に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ って は 、当 該 補 正 に 要し た 日 数は 、 当 該 期間 に 算

入 し な い 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議 長 は 、事 務 処 理 上 の困 難 そ の他 正 当 な 理由 が あ

る と き は 、同 項 に 規 定 す る 期 間を 30 日以 内 に 限 り 延長 す る こと が で き る。 こ の

場 合 に お い て 、 議 長 は 、 利 用 停止 請 求者 に 対 し 、 遅滞 な く 、延 長 後 の 期間 及 び

延 長 の 理 由 を 書 面 に よ り 通 知 しな け れば な ら な い 。 

 （ 利 用 停 止決 定 等 の 期 限 の 特 例） 

第 45 条  議 長 は 、 利 用 停 止 決 定 等に 特 に長 期 間 を 要 する と 認 める と き は 、前 条 の

規 定 に か か わ ら ず 、 相 当 の 期 間内 に 利用 停 止 決 定 等を す れ ば足 り る 。 この 場 合

に お い て 、 議 長 は 、 同 条 第 １ 項に 規 定す る 期 間 内 に、 利 用 停止 請 求 者 に対 し 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 書 面 に よ り 通知 し なけ れ ば な ら ない 。 

 (1)  こ の 条 の 規 定 を 適 用 す る 旨及 び その 理 由 

 (2)  利 用 停 止 決 定 等 を す る 期 限 

２  前 条 の 規 定 に よ る 利 用 停 止 決定 等 をし な け れ ば なら な い 期間 に 、 議 長及 び 副

議 長 が と もに 欠 け て い る 期 間 があ る とき は 、 当 該 期間 の 日 数は 、 同 条 の期 間 に

算 入 し な い。 

    第 ４節  審 査 請 求 

 （ 審 理 員 によ る 審 理 手 続 に 関 する 規 定の 適 用 除 外 ） 



第 46 条  開 示 決 定 等 、 訂 正 決 定 等、 利 用停 止 決 定 等 又は 開 示 請求 、 訂 正 請求 若 し

く は 利 用 停 止 請 求 に 係 る 不 作 為に 係 る審 査 請 求 に つい て は 、行 政 不 服 審査 法 （

平 成 26 年 法律 第 68 号 ） 第 ９ 条 第１ 項 ただ し 書 の 規 定に よ り 、同 項 本 文 の規 定 は

、 適 用 し な い 。 

 （ 審 査 会 への 諮 問 等） 

第 47 条  開 示 決 定 等 、 訂 正 決 定 等、 利 用停 止 決 定 等 又は 開 示 請求 、 訂 正 請求 若 し

く は 利 用 停 止 請 求 に 係 る 不 作 為に つ いて 審 査 請 求 があ っ た とき は 、 議 長は 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場合 を 除き 、 情 報 公 開条 例 第 22条 第 １ 項 に規 定 す

る 横 浜 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保護 審 査会 に 諮 問 し なけ れ ば なら な い 。 

 (1)  審 査 請 求 が 不 適 法 で あ り 、却 下 する 場 合 

 (2)  裁 決 で 、 審 査 請 求 の 全 部 を認 容 し、 当 該 審 査 請求 に 係 る保 有 個 人 情報 の 全

部 を 開 示 す る こ と と す る 場 合（ 当 該 保有 個 人 情 報 の開 示 に つい て 反 対 意見 書

が 提 出 さ れ て い る 場 合 を 除 く 。）  

 (3)  裁 決 で 、 審 査 請 求 の 全 部 を認 容 し、 当 該 審 査 請求 に 係 る保 有 個 人 情報 の 訂

正 を す る こ と と す る 場 合 

 (4)  裁 決 で 、 審 査 請 求 の 全 部 を認 容 し、 当 該 審 査 請求 に 係 る保 有 個 人 情報 の 利

用 停 止 を す る こ と と す る 場 合 

２  前 項 の 規 定 に よ り 諮 問 し た 場合 に は、 議 長 は 、 次に 掲 げ る者 に 対 し 、諮 問 を

し た 旨 を 通知 し な け れ ば な ら ない 。 

 (1)  審 査 請 求 人 及 び 参 加 人 （ 行政 不 服審 査 法 第 13 条第 ４ 項 に規 定 す る 参加 人 を

い う 。 以 下 同 じ 。）  

 (2)  開 示 請 求 者 、 訂 正 請 求 者 又は 利 用停 止 請 求 者 （こ れ ら の者 が 審 査 請求 人 又

は 参 加 人 で あ る 場 合 を 除 く 。）  

 (3)  当 該 審 査 請 求 に 係 る 保 有 個人 情 報の 開 示 に つ いて 反 対 意見 書 を 提 出し た 第

三 者 （ 当 該 第 三 者 が 審 査 請 求人 又 は 参加 人 で あ る 場合 を 除 く 。）  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 諮 問 は 、行 政 不服 審 査 法 第 ９条 第 ３ 項の 規 定 に より 読 み

替 え て 適 用す る 同 法 第 29 条 第 ２項 の 弁明 書 の 写 し を添 え て 行う も の と する 。 

４  議 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る諮 問 に対 す る 答 申 があ っ た とき は 、 こ れを 尊 重

し て 、 審 査請 求 に 対 す る 裁 決 を行 わ なけ れ ば な ら ない 。 

 （ 第 三 者 から の 審 査 請 求 を 棄 却す る 場合 等 に お け る手 続 等 ） 



第 48 条  第 28 条第 ３ 項 の 規 定 は 、次 の 各号 の い ず れ かに 該 当 する 裁 決 を する 場 合

に つ い て 準用 す る 。 

 (1)  開 示 決 定 に 対 す る 第 三 者 から の 審査 請 求 を 却 下し 、 又 は棄 却 す る 裁決 

 (2)  審 査 請 求 に 係 る 開 示 決 定 等（ 開 示請 求 に 係 る 保有 個 人 情報 の 全 部 を開 示 す

る 旨 の 決 定 を 除 く 。） を 変 更し 、 当 該審 査 請 求 に 係る 保 有 個人 情 報 を 開示 す

る 旨 の 裁 決 （ 第 三 者 で あ る 参加 人 が 当該 第 三 者 に 関す る 情 報の 開 示 に 反対 の

意 思 を 表 示 し て い る 場 合 に 限る 。）  

   第 ５ 章  雑 則 

 （ 適 用 除 外 ） 

第 49 条  保 有 個 人 情 報 （ 不 開 示 情報 を 専 ら 記 録 す る 行政 文 書 に記 録 さ れ てい る も

の に 限 る 。） の う ち 、 ま だ 分 類そ の 他の 整 理 が 行 われ て い ない も の で 、同 一 の

利 用 目 的 に 係 る も の が著 し く 大量 に ある た め そ の 中か ら 特 定の 保 有 個 人情 報 を

検 索 す る こ と が 著 し く 困 難 で ある も のは 、 前 章 （ 第４ 節 を 除く 。） の 規定 の 適

用 に つ い て は 、 市 会 に 保 有 さ れて い ない も の と み なす 。 

 （ 開 示 請 求等 を し よ う と す る 者に 対 する 情 報 の 提 供等 ） 

第 50 条  議 長 は 、 開 示 請 求 、 訂 正請 求 又は 利 用 停 止 請求 （ 以 下「 開 示 請 求等 」 と

い う 。） をし よ う と す る 者 が それ ぞ れ容 易 か つ 的 確に 開 示 請求 等 を す るこ と が

で き る よ う 、 保 有 個 人 情 報 の 特定 に 資す る 情 報 の 提供 そ の 他開 示 請 求 等を し よ

う と す る 者 の 利 便 を 考 慮 し た 適切 な 措置 を 講 ず る もの と す る。 

 （ 個 人 情 報等 の 取 扱 い に 関 す る苦 情 処理 ） 

第 51 条  議 長 は 、 市 会 に お け る 個人 情 報、 仮 名 加 工 情報 又 は 匿名 加 工 情 報の 取 扱

い に 関 す る 苦 情 の 適 切 か つ 迅 速な 処 理に 努 め な け れば な ら ない 。 

 （ 審 議 会 への 諮 問 等） 

第 52 条  議 長 は 、 市 会 に お け る 個人 情 報の 適 正 な 取 扱い を 確 保す る た め 専門 的 な

知 見 に 基 づ く 意 見 を 聴 く こ と が特 に 必要 で あ る と 認め る と きは 、 市 個 人情 報 保

護 条 例 第 ９条 第 １ 項 に 規 定 す る横 浜 市個 人 情 報 保 護審 議 会 （以 下 「 審 議会 」 と

い う 。） に諮 問 す る こ と が で きる 。 

２  議 長 は 、 そ の 定 め る と こ ろ によ り 、次 の 各 号 に 掲げ る 区 分に 応 じ 、 当該 各 号

に 定 め る 事項 を 審 議 会 に 報 告 する も のと す る 。 

 (1)  個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の開 始  第 ４ 条 第 １ 項各 号 に 掲げ る 事 項 



 (2)  第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る事 項 の変 更  当 該 変更 に 係 る事 項 

 (3)  第 13 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 掲 げる 事 由 に よ る 保 有 個人 情 報 の提 供  提 供の 相 手

方 の 名 称 、 提 供 す る 理 由 、 当該 保 有 個人 情 報 の 内 容等 

 (4)  第 18 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿の 作 成  当 該 個 人 情報 フ ァ

イ ル 簿 に 記 載 さ れ た 事 項 

 (5)  個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の実 施 機関 （ 市 個 人 情報 保 護 条例 第 ２ 条 第２ 項 に

規 定 す る 実 施 機 関 を い う 。） 以 外 の もの へ の 委 託  受 託 者 の名 称 、 委 託 業 務

の 概 要 、 当 該 個 人 情 報 を 保 護す る た めの 措 置 等 

 (6)  そ の 他 議 長 が 定 め る 場 合  議 長 が定 め る 事 項 

３  前 項 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か、 議 長は 、 市 会 に おけ る 個 人情 報 の 保 護に 関 し

必 要 と 認 め る 事 項 に つ い て 、 審議 会 に報 告 す る こ とが で き る。  

４  審 議 会 は 、 議 長 に 対 し 、 前 ２項 の 規定 に よ る 報 告に 係 る 事項 に つ い て意 見 を

述 べ る こ とが で き る 。 

 （ 施 行 の 状況 の 公 表 ） 

第 53 条  議 長は 、 毎 年 度 、 こ の 条例 の 施行 の 状 況 の 概要 を 公 表す る も の とす る 。 

 （ 委 任 ） 

第 54 条  こ の 条 例 に 定 め る も の のほ か 、こ の 条 例 の 施行 に 関 し必 要 な 事 項は 、 議

長 が 定 め る 。 

   第 ６ 章  罰 則 

第 55 条  職 員 若 し く は 職 員 で あ った 者 、第 10 条 第 ２ 項若 し く は第 16 条 第 ５項 の 委

託 を 受 け た 業 務 に 従 事 し て い る者 若 しく は 従 事 し てい た 者 又は 市 会 に おい て 個

人 情 報 、 仮 名 加 工 情 報 若 し く は匿 名 加工 情 報 の 取 扱い に 従 事し て い る 派遣 労 働

者 若 し く は 従 事 し て い た 派 遣 労働 者 が、 正 当 な 理 由が な い のに 、 個 人 の秘 密 に

属 す る 事 項 が 記 録 さ れ た 第 ２ 条第 ５ 項第 １ 号 に 係 る個 人 情 報フ ァ イ ル （そ の 全

部 又 は 一 部 を 複 製 し 、 又 は 加 工し た もの を 含 む 。） を 提 供 した と き は 、２ 年 以

下 の 拘 禁 刑又 は 1,000,000 円 以 下の 罰 金に 処 す る 。 

第 56 条  前 条 に 規 定 す る 者 が 、 その 業 務 に 関 し て 知 り得 た 保 有個 人 情 報 を自 己 若

し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図る 目 的で 提 供 し 、 又は 盗 用 した と き は 、１ 年 以

下 の 拘 禁 刑又 は 500,000 円 以 下 の罰 金 に処 す る 。 

第 57 条  職 員 が そ の 職 権 を 濫 用 して 、 専ら そ の 職 務 の用 以 外 の用 に 供 す る目 的 で



個 人 の 秘 密に 属 す る 事 項 が 記 録さ れ た文 書 、 図 画 又は 電 磁 的記 録 を 収 集し た と

き は 、 １ 年以 下 の 拘 禁刑 又 は 500,000 円以 下 の 罰 金 に処 す る 。 

第 58 条  前 ３ 条 の 規 定 は 、 市 の 区域 外 にお い て こ れ らの 条 の 罪を 犯 し た 者に も 適

用 す る 。 

第 59 条  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 によ り 、開 示 決 定 に 基づ く 保 有個 人 情 報 の開 示 を

受 け た 者 は 、 50,000 円 以 下 の 過料 に 処す る 。 

   附  則 

 （ 施 行 期 日） 

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １日 か ら施 行 す る 。 

 （ 調 整 規 定） 

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日（ 以 下 「施 行 日」 と い う 。） が 刑 法 等の 一 部 を 改正 す る

法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整理 等 に関 す る 法 律 （令 和 ４ 年法 律 第 68 号） の 施

行 の 日 前 で あ る 場 合 に は 、 同 法の 施 行の 日 の 前 日 まで の 間 にお け る 第 55条 か ら

第 57 条 ま で の 規 定 の 適 用 に つ いて は 、こ れ ら の 規 定中 「 拘 禁刑 」 と あ るの は 、

「 懲 役 」 と す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

３  施 行 日 の 前 日 に 市 個 人 情 報 保 護 条 例に よ る 改 正 前の 横 浜 市個 人 情 報 の保 護 に

関 す る 条 例（ 平 成 17 年 ２ 月 横 浜市 条 例第 ６ 号 。 以 下 「 旧 条 例」 と い う 。） 第 ６

条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り市 長 が 一般 の 閲覧 に 供 し て いる 事 項 （同 条 第 １ 項の 規 定

に よ り 議 長 が 行 っ た 届 出 に 係 る事 項 に限 る 。） に つい て は 、議 長 は 、 この 条 例

の 施 行 後 遅 滞 な く 、 第 ４ 条 第 １項 の 規定 の 例 に よ り、 一 般 の閲 覧 に 供 する も の

と す る 。 

４  前 項 の 規 定 に よ り 一 般 の 閲 覧に 供 した も の に つ いて は 、 第４ 条 第 １ 項の 規 定

に よ り 一 般 の 閲 覧 に 供 し た も のと み なし て 、 同 条 及び 第 52 条第 ２ 項 （ 第２ 号 に

係 る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 を 適用 す る。 

５  施 行 日 前 に議 長 に 対 し て さ れた 旧 条例 第 10 条 第 １項 第 ２ 号の 同 意 が ある 場 合

に は 、 施 行 日 に お い て 第 13 条 第２ 項 第１ 号 の 同 意 があ っ た もの と み な す。 

 （ 情 報 公 開条 例 の 一 部 改 正 ） 

６  情 報 公 開条 例 の 一 部 を 次 の よう に 改正 す る 。 

  第 ７ 条 第２ 項 第 ２ 号 中 「（ 以下 「 保有 個 人 情 報 」と い う 。）」 を 削 る。 



  第 17 条 第 ４ 項 中 「 保 有 個 人 情報 」 を「 個 人 情 報 保護 法 第 60条 第 １ 項 又は 横 浜

市 会 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条例 （ 令和  年  月 横浜 市 条 例第  号 。 以下 「 市

会 個 人 情 報 保 護 条 例 」 と い う 。） 第 ２条 第 ４ 項 の 保有 個 人 情報 （ 以 下 「保 有 個

人 情 報 」 と い う 。）」 に 改 め 、「 個 人情 報 保 護 法 」の 次 に 「又 は 市 会 個人 情 報

保 護 条 例 」 を 加 え る 。 

  第 22 条 第 １ 項 中 「 及 び 」 を 「並 び に」 に 改 め 、 「第 ８ 条 第１ 項 」 の 次に 「 及

び 市 会 個 人 情 報 保 護 条 例 第 47 条第 １ 項」 を 加 え る 。 

  第 24 条 第 １ 項 中 「 第 19 条 第 １項 又 は」 を 「 第 19 条第 １ 項 若し く は 」 に改 め 、

「 第 ８ 条 第１ 項 」 の 次 に 「 又 は市 会 個人 情 報 保 護 条例 第 47 条第 １ 項 」 を、 「 審

査 庁 」 の 次 に 「 又 は 議 長 」 を 加え 、 「い う 」 を 「 総称 す る 」に 改 め 、 「第 78 条

第 １ 項 第 ４ 号 」 の 次 に 「 若 し くは 市 会個 人 情 報 保 護条 例 第 21条 第 ５ 号 ア」 を 加

え る 。 

 （ 市 個 人 情報 保 護 条 例 の 一 部 改正 ） 

７  市 個 人 情報 保 護 条 例 の 一 部 を次 の よう に 改 正 す る。 

  第 ９ 条 第 ２ 項 中 「 実 施 機 関 」の 次 に「 及 び 議 長 （以 下 「 実施 機 関 等 」と い う

。）」 を 加え 、 同 条 第 ３ 項 及 び第 ４ 項中 「 実 施 機 関」 を 「 実施 機 関 等 」に 改 め

る 。 

  第 10 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま での 規 定中 「 実 施 機 関」 を 「 実施 機 関 等 」に 改 め

る 。 

 

   提  案  理  由 

 横 浜 市 会 にお け る 個 人 情 報 の 適正 な 取扱 い に 関 し 必要 な 事 項を 定 め る とと も に

、 横 浜 市 会 が保 有 す る 個 人 情 報 の開 示 、訂 正 及 び 利 用停 止 を 求め る 個 人 の権 利 を

明 ら か に す るこ と に よ り 、 横 浜 市会 の 事務 の 適 正 か つ円 滑 な 運営 を 図 り つつ 、 個

人 の 権 利 利 益を 保 護 す る た め 、 横浜 市 会個 人 情 報 の 保護 に 関 する 条 例 を 制定 し た

い の で 提 案 する 。 

 



 参  考  

   横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公開 に 関す る 条 例 （ 抜粋 ） 

                           上段  改 正 案     
                        （ 下段  現  行 ）  
 （ 行 政 文 書 の 開 示 義 務 ） 

第 ７ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  実 施 機 関 は 、 前 項 の 規 定 に かか わ らず 、 開 示 請 求に 係 る 行政 文 書 に 次の 各 号

に 掲 げ る 情報 （ 以 下 「 不 開 示 情報 」 とい う 。） の いず れ か が記 録 さ れ てい る 場

合 は 、 当 該行 政 文 書 を 開 示 し ない こ とが で き る 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

 (2)  個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法律 （ 平成 15 年 法 律 第 57 号 。 以下 「 個 人 情報 保 護 

  法 」 と い う 。） 第 60条 第 ３ 項の 行 政機 関 等 匿 名 加工 情 報 （同 条 第 ４ 項の 行 政 

  機 関 等 匿 名 加 工 情 報 フ ァ イ ルを 構 成す る も の に 限る 。 以 下こ の 号 に おい て 「 

  行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 」 とい う 。） 又 は 行 政 機関 等 匿 名加 工 情 報 の作 成 に 

                                     
  用 い た 同 条 第 １ 項 の 保 有 個 人情 報                 か ら 削 
                 （以 下 「 保 有 個人 情 報 」と い う 。）     

  除 し た 個 人 情 報 保 護 法 第 ２ 条第 １ 項第 １ 号 に 規 定す る 記 述等 若 し く は同 条 第 

  ２ 項 の 個 人 識 別 符 号 

   （ 第 ３ 号 か ら 第 ５号 ま で 省略 ） 

 （ 他 の 法 令 等 と の 調 整 ） 

第 17 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で省 略 ） 

                      個 人情 報 保 護法 第 60 条 第１ 項 又 
４  行 政 文 書 に 記 録 さ れ て い る 自 己 を 本人 と す る                
                      保 有個 人 情 報 

 は 横 浜 市 会 個 人 情 報 の 保 護 に 関す る 条例 （ 令 和  年  月 横 浜市 条 例 第  号 。 以 
 

 下 「 市 会 個 人 情 報 保 護 条 例 」 とい う 。） 第 ２ 条 第 ４項 の 保 有個 人 情 報 （以 下 「 
 

 保 有 個 人 情 報 」 と い う 。）  
             に つい て 、本 人 か ら 開 示請 求 が あっ た と き は、 個 人 
              

      又 は 市 会 個 人 情 報 保護 条 例 
 情 報 保 護 法             に よ る も の とし 、 こ の条 例 は 、 適用 し な 
                   

 い 。 

 （ 横 浜 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保護 審 査会 の 設 置 等 ） 

          並び に 
第 22 条  第 19 条 第 １ 項    横 浜市 個 人情 報 の 保 護 に関 す る 条例 （ 令 和 ４年 12 月 
          及び 

                                 及 び 市 
 横 浜 市 条 例 第 38 号 。 以 下 「 個 人情 報 保護 条 例 」 と いう 。） 第８ 条 第 １ 項     
    



 会 個 人 情 報 保 護 条 例 第 47 条 第 １項 
                の 規定 に よ る 諮 問並 び に 情報 公 開 に 関す る 事 
                 

 項 に つ い て の 実 施 機 関 の 諮 問 に応 じ て調 査 審 議 す るた め 、 横浜 市 情 報 公開 ・ 個

人 情 報 保 護審 査 会 （ 以 下 「 審 査会 」 とい う 。） を 置く 。 

   （ 第 ２ 項 か ら 第 ７ 項 ま で 省略 ） 

 （ 審 査 会 の 調 査 権 限 ） 

第 24 条  審 査 会 （ 前 条 の 規 定 に より 部 会に 調 査 審 議 させ る 場 合に あ っ て は、 部 会 

 。 以 下 こ の 条 か ら 第 26条 ま で にお い て同 じ 。） は 、必 要 が ある と 認 め ると き は 

  第 19 条 第 １ 項 若 し く は               又 は市 会 個 人 情報 保 護 
 、           個 人 情 報 保 護条 例 第 ８ 条 第１ 項            
  第 19 条 第 １ 項 又 は 

 条 例 第 47 条 第 １ 項               又は 議 長           
         の 規 定 に よ る諮 問 をし た 審 査 庁     （以 下 「 諮 問庁 」 と 
                                     

 総 称 す る                                 
     。） に 対 し 、第 11 条 第１ 項 の開 示 決 定 等 に係 る 行 政文 書 又 は 個人 情 報 
 い う 

             若 しく は 市会 個 人 情 報 保護 条 例 第 21 条 第 ５ 号ア    
 保 護 法 第 78 条第 １ 項 第 ４ 号                      の 開 
        

 示 決 定 等 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の提 示 を求 め る こ と がで き る 。こ の 場 合 にお い て

は 、 何 人 も 、 審 査 会 に 対 し 、 当該 行 政文 書 又 は 保 有個 人 情 報の 開 示 を 求め る こ

と が で き な い 。 

   （ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省略 ） 

 

   横 浜 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関す る 条例 （ 抜 粋 ） 

                           上段  改 正 案     
                        （ 下段  現  行 ）  
 （ 横 浜 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 の設 置 等） 

第 ９ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

                           及び 議 長 （ 以下 「 実 
２  審 議 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 事 項 を行 う ほ か 、 実施 機 関           
 

 施 機 関 等 」 と い う 。）  
           の 諮 問 に応 じ 、個 人 情 報 の 保護 に 関 する 重 要 な 事項 を 審 
            

 議 す る も の と す る 。 

３  審 議 会 は 、 前 ２ 項 に 規 定 す る事 項 を行 う ほ か 、 個人 情 報 の保 護 に 関 し必 要 と 

                実 施機 関 等 
 認 め る 事 項 に つ い て 調 査 審 議 し、      に 意 見を 述 べ るこ と が で きる 。 
                実 施機 関 

                               実 施機 関 等 
４  審 議 会 は 、 そ の 職 務 を 遂 行 す る た め必 要 が あ る と認 め る とき は 、       
                               実 施機 関 

 の 職 員 そ の 他 関 係 者 の 出 席 を 求め 、 これ ら の 者 の 意見 若 し くは 説 明 を 聴き 、 又

は こ れ ら の者 に 資 料 の 提 出 を 求め る こと が で き る 。 



   （ 第 ５ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 省略 ） 

 （ 横 浜 市 個 人 情 報 保 護 に 関 す る第 三 者評 価 委 員 会 の設 置 等 ） 

    実 施 機 関 等 
第 10 条       に お け る 個 人情 報 の保 護 に 関 し 審議 会 が 必要 と 認 め る事 項 に 
    実 施 機 関 

 つ い て の 実 地 調 査 及 び 審 議 を 行う た め、 審 議 会 に 部会 と し て横 浜 市 個 人情 報 保 

 護 に 関 す る 第 三 者 評 価 委 員 会 （以 下 「委 員 会 」 と いう 。） を置 く 。 

２  委 員 会 は 、 前 項 の 実 地 調 査 及び 審 議を 行 っ た と きは 、 当 該実 地 調 査 及び 審 議 

                                   実 
 に 係 る 事 項 を 審 議 会 に 報 告 す るも の とす る 。 こ の 場合 に お いて 、 審 議 会は 、   
                                   実 

 施 機 関 等 
     に 対 し 、 当 該 報 告 に 係る 事 項に つ い て 意 見を 述 べ るこ と が で きる 。 
 施 機 関   

  実 施 機 関 等 
３       は 、 前 項 の 意 見 が個 人 情報 の 保 護 に 関し 必 要 な措 置 を 講 ずる よ う 
  実 施 機 関 

 求 め る も の で あ る 場 合 に は 、 当該 措 置に 係 る 処 理 の内 容 を 審議 会 に 報 告す る も 

 の と す る 。 

   （ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 省 略 ） 

 


